
公文書等

地域史料
寄贈・寄託・購入等により受け入れ

た、本市の歴史に関連する資料

（古文書・古記録、古写真、絵図・

地図等の記録資料）

特定歴史公文書等歴史公文書

公文書

保存期間満了時

　・文書館に移管
（市長が引き続き保存又は市

長に移管）

歴史資料として重要な文書

保存期間満了時

・市長（文書館）に移管

文書館行政機関

出資法人・指定管理者

※説明の便宜上「文書館」を行政機関と別に図示していますが、組織上は文書館は市長の管理する施設です。


